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予防行政の動向について 

平成２６年１１月４日 

消 防 庁 予 防 課 

設備専門官 伊藤要 
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１．福岡市有床診療所火災対応 

２．消防法施行令等の一部改正（平成25年３月27日公布） 

３．消防法施行令等の一部改正（平成25年12月27日公布） 

４．消防法施行規則の一部改正（平成26年３月26日公布） 

５．その他 

目次 
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１．福岡市有床診療所火災対応 
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火災の概要等について 

発 生 日 時 ： 平成２５年１０月１１日（金） ２時２２分覚知 
           ３時３９分鎮圧  ４時５６分鎮火 
構造・階層 ： 鉄骨（S）造及び鉄筋コンクリート（RC）造 
           地下１階地上４階建て ・ 準耐火構造 
延 べ 面 積 ： 681.71㎡ 
焼 損 程 度  ： 全焼 （焼損床面積：２８２㎡） 

人 的 被 害  ： 死者１０名、 負傷者 ５名（重症４名、中等症１名） 
消防活動状況 ： 消防署 消防隊３４隊、消防団 消防隊３隊 

出火原因等  ： １階処置室付近から出火 

福岡市における診療所火災の概要 

（建物外観） 

○ 火災による死者はいずれも高齢者で、その大半は自力歩行困難者であったと考えられる。 
○ 施設からの通報、初期消火及び患者の避難誘導がされなかった。 
○ 防火戸が閉鎖されなかったこと等により煙が建物内に充満したものと推測される。 

消防庁における対応 

○１０月１１日 
 ・「消防庁長官による火災原因調査」のため、消防庁職員7名を派遣        
 ・消防機関あて、病院・診療所等における応急体制の確保等について通知 
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病院と有床診療所の比較 
病院 有床診療所 

一般病
床 

療養病床 精神
病床 

結核
病床 

感染症病
床 

一般病
床 

療養病床 

医
療
法
か
ら
み
る
制
度

 

病床数 
（法第１条の５） 

20床以上 19床以下 

構造設備 
（法第２３条） 
（規則第１６条第１項第３号） 

 

6.4㎡／床以上 

1人部屋 
6.3㎡／床以上 

2人部屋～ 
4.3㎡／床以上 

6.4㎡／床以上 

（法第２１条） 
 

・各科専門の診察室 ・手術室 ・処置室  
・臨床検査施設（外部委託する場合を除く） ・Ｘ線装置  等 

・機能訓練施設 
・談話室 等 上記に加えて 

・機能訓練施設 
・談話室 等 

病床毎の患者 
（法第７条第２項） 

他の区分に
当てはまらな

い患者 

主として長期に
わたり療養を必
要とする患者 

精神疾患を
有する者 

結核の患
者 

感染症法に規定
する1・2類感染

症、新感染症等
の患者 

他の区分に当
てはまらない患

者 

主として長期に
わたり療養を必
要とする患者 

人員体制 
（標準の員数） 
（規則第１９条第１項及び
第２項） 

医師 
看護職員 
看護補助者 
薬剤師 

16:1 
3:1 
－ 

70:1 

48:1 
4:1※ 

4:1※ 

150:1 

48:1 
4:1 
－ 

150:1 

16:1 
4:1 
－ 

70:1 

16:1 
3:1 
－ 

70:1 

－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
4:1※ 

4:1※ 

－ 

実
態

 

夜間宿直の状況 
（午前２時時点の平均人員数） 
＜防火体制に係る実態調査（厚生労働省）＞ 

15.2人 1.3人 

平均在院日数（2012年） 
＜医療施設（動態）調査・病院報告＞ 

17.5日 171.8日 291.9日 70.7日 8.5日  データ無 106.9日 
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※H30.3.31.迄は6:1 ※H30.3.31.迄は6:1 
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消防法施行令の一部を改正する政令等について 

 【改正理由】  
 平成２５年１０月１１日に発生した福岡市有床診療所火災を受けて、「有床診療所・病院火災対
策検討部会」の開催、関係団体への聞き取り調査等、火災被害拡大防止対策及び火災予防行
政の実効性向上等に関する検討を行ってきた。  

 今回の政令改正においては、上記検討部会における検討の結果等を踏まえ、 

   

（１）避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院について、原則として、延べ面積にか
かわらず、スプリンクラー設備の設置を義務付け 

       ⇒令別表第１（６）項イの分類整理＋分類ごとにスプリンクラー設備の強化 

（２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象となる施設の面積要件を見直し 

（３）屋内消火栓設備（及び動力消防ポンプ設備）の設置に関する基準を見直す 

（４）消火器又は簡易消火器具の設置に関する基準を見直す 

（５）消防機関へ通報する火災報知設備の設置に関する基準を見直す 

 

 また、上記の政令改正に関連し、消防法施行規則において、スプリンクラー設備の設置を要し
ない診療科名、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分、消防機
関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動等を規定するほか、火災通報装置の基
準において、火災通報装置を自動火災報知設備と連動させる場合の基準等について規定する。  
 

平成２６年７月１８日～８月１７日 パブリックコメント実施 

平成２６年１０月１６日公
布 
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改正（６）項イ 

現行（６）項イ 
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【参考】 令別表第１改正 

病院 

診療所 

助産所 

（１）次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するため
の消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務
省令で定めるものを除く。） 

(ⅰ)診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科,リハビリテーション科
その他の総務省令で定める診療科名をいう。（２）(ⅰ)において同じ）を有
すること。 
 
 
 

(ⅱ)医療法第７条に規定する療養病床又は一般病床を有すること 
 
 
次のいずれにも該当する診療所 

病院（（１）に掲げるものを除く。） 

有床診療所（（２）に掲げるものを除く。） 

有床助産所 

無床診療所 

無床助産所 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

(ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 
 
 
 

(ⅱ) ４人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 
 
 
 

令別表第１ 関係 
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（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

 現在病院にあっては延べ面積3,000㎡以上、診療所及び助産所にあっては延べ面積
6,000㎡以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、避難のため
に患者の介助が必要な有床診療所・病院においては、原則として、延べ面積にかかわらず、
設置することを義務付ける（延焼を抑制する施設構造を有するものは例外として設置不要。）。  

 また、避難のために患者の介助が必要な有床診療所に該当しない有床診療所及び有床助
産所においては、延べ面積3,000㎡以上（平屋建てを除く。）のものに設置を義務付ける。 

3000㎡ 0㎡ 6000㎡ 

上記以外の病院 

上記以外の有床診療所・有床助産所 

診療所・助産所（無床） 

延面積 

避難のために患者の介助が必要な有床診療所 

避難のために患者の介助が必要な病院 

病院 

診療所 

助産所 

令第１２条第１項第１号、４
号関係 

６項イ(1) 

６項イ(2) 

６項イ(4) 

６項イ(3) 

６項イ(3) 
６項イ(3) 
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次のいずれにも該当する有床診療所 

（ア）皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める１３診療科名以外の診療科名であるもの 

（イ）４床以上の病床を有するもの 

① 「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」とは 

9 

下記の該当する有床診療所・病院をいう。 

有床診療所 

 次のいずれにも該当する病院のうち、相当程度の患者の見守り体制（勤務させる従業者の
数が、総務省令で定める員数を常時下回らない体制）を有するもの以外のもの  

（ア）皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める１３診療科名以外の診療科名であるもの 

（イ）一般病床又は療養病床を有する病院 

病   院 

②で解説 

③で解説 

④で解説 

⑤で解説 

（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

令別表第１関係 

６
項
イ(

1) 

６
項
イ(

2) 

患者が避難困難でないと考えられる１３診療科は次に該当するもの 

・産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・肛門外科 

 泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科  

② 総務省令で定める診療科名   （病院・診療所共通） 

10 

スプリンクラー設備の設置が必要な要件 

産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・肛門外科・ 泌尿器科・小
児科・乳腺外科・形成外科・美容外科以外の診療科名であるもの 

診療科名中に内科、整形外科、リハビリテーション科その他上記１３診療科名以外の診
療科名を有するもの 

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・次に掲げる１３診療科のみの病院は、職員による一定の支援があれば入院患者が避難できると想定
されるため、設置対象から除外すべきである（有床診療所と共通事項） 

なお、他の診療科目と併せて標榜している場合は、他の診療科目での入院患者が上記に該当しない
おそれがあるため、設置対象とすべきである。 

（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

規則第５条第４項関係 
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消防法施行令の一部を改正する政令（案）等について 

  

③ ４床以上の病床を有するもの    （有床診療所のみ） 

11 

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・許可病床が３以下の有床診療所については、その大半が１日平均の入院患者数が１未満であり、入
院が常態化していないことから、設置対象から除外すべきである。  

・また、許可病床が４以上の有床診療所であっても、一日当たりの入院患者数の年間平均が１人未満
であることが確認できる施設は、入院が常態化していないことから、設置対象から除外すべきである。 

３床以下の有床診療所は年平均一日入院患者が１を下回るため、「入院」が常態化
していないため「避難のために患者の介助が必要な病院」には該当しない 

 

 

  

④ 相当程度の患者の見守り体制を有するもの以外のもの （病院のみ） 

12 

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・夜間において相当程度の患者の見守り体制を有すると考えられる地域医療支援病院等の夜間体制
の実態や、医療関係団体等の見解を踏まえ、１３床当たりの職員が１名以上の勤務体制を有する病
院であればスプリンクラー設備の設置を要しないものとすることが適当である。 

 このような体制を有している病院においては、夜間も複数の医療従事者等が継続して入院患者の見
廻りを行っており、万が一夜間に火災が発生した場合においても、迅速に消防機関に通報し、併せて、
消火器や屋内消火栓等を活用して初期消火に適切に従事できるものと考えられる。 

相当程度の患者の見守り体制とは 

スプリンクラー設備を設置することを要しない病院の要件である従業者の員数 

 ・勤務させる従業者の総数が病床数１３床ごとに１名以上とし、そのうち宿直を除く
従業者（就寝を伴わず勤務する従業者）の数が病床数６０床ごとに２名以上とする。  

【例】６０床の場合 

６０÷１３＝４．６⇒５人 

夜間を通し5人以上でかつ宿直勤務でない職員が２名以上の体制の場合
は「避難のために患者の介助が必要な病院」には該当しない 

（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

規則第５条第３項関係 
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⑤ 一般病床又は療養病床を有する病院 
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参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・設置対象となる病床の種別は、本件火災が発生した一般病床及び本件火災で多数の被害者が出た
高齢者の入院が想定される療養病床とすべきである。 

なお、精神病床、感染症病床及び結核病床については、避難行動に支障が少ない患者が多数入院す
るもの、又は見守り体制が十分な状態にあるものと考えられることから、これらの病床のみを有する病
院は設置対象から除外するべきである。 

精神病床、感染病床及び結核病床のみの場合は、「避難のために患者の介助が必
要な病院」には該当しない 

（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

（６）項イ（１）関係 

＜参考＞ 医療機関の各種要件の確認方法について 

 医療情報機能情報提供システム 

14 

 医療法第６条の３に基づき、医療機関の開設者及び管理者が都道府県知事に報告することとされ
ている医療に関する情報を閲覧に供する制度。年に１回（報告内容に変更があれば随時）報告さ
れる。   

⇒ホームページ等で情報公開 
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15 

診療科名    

病床数 

病床種別 

※ 現行制度では夜間における勤務者数は報告事項に入っていないため、厚生労働省令を改正し、
夜間における勤務者数を報告事項に追加することで、厚生労働省と合意済み。 

＜参考＞ 医療機関の各種要件の確認方法について 

病院 有床診療所 

療養病床又は一般病床を有するもの 左記以外の
もの 

定義上、療養病床又は一般病床を有するもののみ 

病床数が４床以上（１９床以下） ３床以下 

下記以外のもの 設置義務 

対象外 設置義務 対象外 

夜間における 
見守り体制 

対象外 
夜間においても相当程度の患者の見守り体制 
（１３床当たり職員１名）を有する病院 

１３診療科名のみ※ 対象外 対象外 

施設構造 
（延焼抑制） 

対象外 対象外 

 
※ 産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・こう門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科 

（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

16 
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４床 
以上 

６０００㎡以上 
（平屋建除く） 

病院 診療所 助産所 

有床 無床 

３０００㎡以上 
（平屋建除く） 

原則すべて 

３床 
以下 

１３診療科名 
以外 

１３診療科名 

１３：１以上の
職員体制※ 

左記体制
以外 

右記以外 
（感染・結核・精神） 

一般・療養 

夜間における見守り体制 

病床種別 

病床数 

診療科名 
※かつそのうち宿直
を除く従業者（就寝
を伴わず勤務する
従業者）の数が病床
数６０床ごとに２名
以上 

（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

有床 無床 

17 
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 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象に、新たにスプリンクラー設備の設
置対象となる避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院を加えるとともに、そ
の面積要件について延べ面積1,000㎡未満の防火対象物に限られているところを、延べ
面積から総務省令で定める部分の面積を除いた面積（以下「基準面積」という。）が1,000

㎡未満である防火対象物について設置できることとする。 

【例】  

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
1,000㎡未満の小規模な有床診療所及び病院については、福祉施設の居室と比較して可燃物量が制限されていることから、
1,000㎡未満の福祉施設に設置することのできる特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置でも一定の火災抑制が確

保されると考えられる。 福祉施設等と比較した場合、医療機関は手術室やレントゲン室等のスプリンクラーヘッドの設置を
要しない部分（スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分に対する考え方は従前どおり。）が占める割合が高く、当該部分
は主として昼間に用いられ、夜間は施錠等管理されており、収容人員の増加にも影響がないことから、防火区画等による延
焼防止措置等が講じられている場合は特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が可能となる基準床面積（1,000㎡

未満）に算入しないことも検討する必要がある。なお、この際に算入しない部分が大きくなりすぎると火災危険性が増大する
ため、当該部分は施設全体の面積の半分までとする等の制限をかける必要がある。 

病室等 
９９９㎡ 

手術室 
１０１㎡ 

病室等 
９９９㎡ 

手術室 
１０１ 

延べ面積１１００㎡ 基準面積９９９㎡ 
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19 

 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

病室等 
999㎡ 

手術室 
999㎡ 

基準面積999㎡ 

延べ面積1998㎡ 

除外できる部分の合計
は延べ面積の1/2まで 

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
なお、この際に算入しない部分が大きくなりすぎると火災危険性が増大するため、当該部分は施設全体の面積の半分までと
する等の制限をかける必要がある。 

病室等 
５００㎡ 

手術室 
７００㎡ 

【例1】 
・延べ面積１２００㎡ 

・除外できる面積 ７００＞１２００÷２ ⇒６００㎡ 

基準面積＝１２００－６００＝６００㎡ 
病室等 
５００㎡ 

100
㎡ 

手術室 
６００㎡ 

基
準
面
積 

1/2以上の場合は、1/2まで除外可能 

【例2】 
病室等 
900㎡ 

手術室 
1200㎡ 

病室等 
900㎡ 

150
㎡ 

手術室 
1050㎡ 

・延べ面積２１００㎡ 

・除外できる面積 １２００＞２１００÷２ ⇒１０５０㎡ 

 ・基準面積＝２１００－１０５０＝１０５０㎡ 

基
準
面
積 

1000㎡以上⇒特水SP適用外 

20 

 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

病室等 
999㎡ 

手術室 
101㎡ 

延べ面積１１００㎡ 

当該階が 

地階・無窓階１０００㎡以上（４階以上１５００㎡）の場合は、従前から令第１２条第１項第１１号
にてスプリンクラーの設置義務あり 

 ⇒当該階の部分からは除外できないよう措置⇒特定施設水道連結型SPの設置不可 

病室等 
999㎡ 

床面積１０００㎡以上の地階・無窓階等 
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：水道連結型 

スプリンクラーヘッド 

診察 
病
室 

病
室 

病
室 

便
所 

病
室 

廊下 

手術室 

階
段 

診察 
病
室 

病
室 

病
室 

便
所 

病
室 

廊下 

手術室 

階
段 

21 

 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

②以下のいずれかの措置が講じられた部分であること  

（ア）準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、窓及び出入口に防
火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時
閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖す
るものに限る。）を設けたもの  

 

（イ）不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井（天井のない場合に
あっては、屋根）で区画され、かつ、窓及び出入口に不燃材料
で造った戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又
は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して
閉鎖するものに限る。）を設けたもののうち、当該部分の壁（外
壁を除く。）の外周部分を有効に警戒するようスプリンクラー
ヘッドを設けたもの  

○特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分について  

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分は、以下の要件（①、②）のい
ずれにも該当する部分とする。  

①以下のいずれかに該当する部分であること  

（ア）手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他こ
れらに類する室  

（イ）レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室  

3000㎡ 0㎡ 6000㎡ 

病院（上記以外） 

診療所・助産所（有床・上記以外） 

診療所・助産所（無床） 

1000㎡ 

避難のために患者の介助が必要な病院 

水道連結型 

延面積 

基準面積 

避難のために患者の介助が必要な有床診療所 

1000㎡ 

22 

 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

６項イ(1) 

６項イ(2) 

６項イ(3) 

６項イ(3) 
６項イ(3) 

６項イ(4) 
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６項イのうち上記以外 

屋内消火栓 

すべての医療機関 

2100㎡ 0㎡ 

すべての医療機関 

すべての医療機関 

700㎡ 1400㎡ 

耐火+内装制限 

耐火又は 

準耐火+内装制限 

その他 

下記以外の医療機関 

2100㎡ 0㎡ 

下記以外の医療機関 

下記以外の医療機関 

700㎡ 1400㎡ 

耐火+内装制限 

耐火又は 

準耐火+内装制限 

その他 

避難のために患者の介助が必要な医療機関 

避難のために患者の介助が必要な医療機関 

避難のために患者の介助が必要な医療機関 

1000㎡ 

耐火+内装制限 

耐火又は 

準耐火+内装制限 

その他 

水道連結型SP 通常スプリンクラー 

 （３）屋内消火栓設備（及び動力消防ポンプ）の設置基準の見直し 

（１）のスプリンクラー設備の設置基準の見直しに伴い、避難のために患者の介助が必要な有床診療
所・病院のうち、通常のスプリンクラー設備（特定施設水道連結型スプリンクラー設備以外のスプリン
クラー設備）を設置しなければならない基準面積1,000㎡以上のものに屋内消火栓設備の設置を義務
付ける。ただし、スプリンクラー設備（補助散水栓を含む。）の有効警戒範囲内は設置しないことができ
る。 （屋内消火栓設備の設置基準を準用する動力消防ポンプ設備についても同様。）  

23 

（６
）項
イ
（３
） 

 
 

 
 

 
 

（４
） 

（６
）項
イ
（１
） 

 
 

 
 

 
 

（２
） 

消火器又は簡易消火器具 

すべての医療機関 

150㎡ 

病院・有床診療所・有床助産所 

150㎡ 

下記以外の医療機関（無床） 

0㎡ 
0㎡ 

24 

 （４）消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し 

病院、有床診療所及び有床助産所において、現在延べ面積150㎡以上の

ものに設置が義務付けられている消火器又は簡易消火用具について、延
べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。  

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
 消火器の設置 

消火器は、火災の初期段階における消火に対し非常に有効なものであり、消火器を含めた消火設備が全く設置されていな
い場合は、たとえ火災を早く覚知することができても、その拡大を抑えることができないため、有床診療所及び病院には必ず
消火器を設置すべきである。 
※消火器設置対象物（厚生労働省調べ） 有床診療所  97.8％  病院    98.0％ 

６項イ(4) 

６項イ
(1)(2)(3) 

６項イ
(1)(2)(3) 
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消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置等） 

すべての医療機関 

500㎡ 

病院・有床診療所・有床助産所 

500㎡ 

下記以外の医療機関（無床） 

0㎡ 
0㎡ 

自動火災報知設備連動起動 

（避難のために患者の介助が必
要な有床診療所・病院に限る。） 

25 

 （５）消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し 

 病院、有床診療所及び有床助産所において、現在延べ面積500㎡以上の

ものに設置が義務付けられている消防機関へ通報する火災報知設備につ
いて、延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。  

 また、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院に設置される
消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火災報知設備との連
動を義務付ける。 

 避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院が消防機関からの距
離が500メートル以内の場所にある場合においても消防機関へ通報する火

災報知設備を設置しなければならないこととする（同一建築物内の場合は除く。） 

※併せて連動基準、特定火災通報装置の（６）項イ適用等の告示基準を改正 

６項イ
(1)(2)(3) 

６項イ(4) 
６項イ
(1)(2) 

６項イ
(1)(2)(3) 

６項イ
(1)(2) 

６項イ
(1)(2) 

（６） 施行期日、経過措置について 

【経過措置】     
（１）スプリンクラー設備、屋内消火栓設備（及び動力消防ポンプ設備）について 

 スプリンクラー設備、屋内消火栓設備及び動力消防ポンプ設備の設置義務の範囲  の
拡大については、既存の防火対象物（施行の際に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様
替えの工事中のものを含む。（２）において同じ。）における未設置等基準未適合の設備の
技術上の基準は、平成３７年６月３０日までの間、なお従前の例による。 

（２）消防機関へ通報する火災報知設備について 

 消防機関へ通報する火災報知設備の設置義務の範囲の拡大については、既存の防火
対象物における設備の技術上の基準は、平成３１年３月３１日までの間、なお従前の例に
よる。 

【施行期日】平成２８年４月１日 （一部平成２７年３月１日） 

26 

設置義務化 

経過措置 

3.31 

義務化 

新築 スプリンクラー設備 
屋内消火栓設備 

動力消防ポンプ設備 

火災通報装置 

設置義務化 新築・既存問わず 

平成27年 
 

平成26年 
 

平成28年 
 

H29 
 

H30 
 

平成31年 
 

H32 
 

H33 
 

H34 
 

H35 
 

H36 
 

平成37年 
 

消火器 

設置義務化 

経過措置 

新築 

既存 設置義務化 

既存 

公布日 
施行日 

4/1 3/31 6/30 
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27 

（７） 改正まとめ    ※病院・診療所・助産所別 

病院 診療所 助産所 

避難困難※１ 左記以外 
有床 

無床 有床 無床 
避難困難※２ 左記以外 

消火器 150㎡⇒すべて 
改正なし 
（150㎡ 
以上） 

150㎡ 
⇒すべて 

 

改正なし 
（150㎡ 
以上） 

スプリンクラー 

３０００㎡ 
⇒すべて 

改正なし 
（３０００㎡ 

以上） 

６０００㎡ 
⇒すべて 

６０００㎡ 
⇒３０００㎡ 

改正なし 
（６０００㎡ 

以上） 

６０００㎡ 
⇒３０００㎡ 

改正なし 
（６０００㎡ 

以上） 

屋内消火栓 
内装制限時
２、３倍読み 
⇒１０００㎡ 

改正なし 
（２，３倍 
読み） 

内装制限時
２、３倍読み 
⇒１０００㎡ 

改正なし（２，３倍読み） 

火災 
通報装置 

５００㎡以上 
⇒すべて 

改正なし 
（５００㎡ 
以上） 

５００㎡以上 
⇒すべて 

改正なし 
（５００㎡ 
以上） 

 

連動起動 すべて - すべて - 

※２ 次のいずれにも該当する有床診療所 

  （ア）皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める１３診療科名以外の診療科名であるもの 

  （イ）４床以上の病床を有するもの 

※１ 次のいずれにも該当する病院のうち、相当程度の患者の見守り体制（勤務させる従業者の数が、総務省令で定める員数を常時下回らない体制）を有する
もの以外のもの  

  （ア）皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める１３診療科名以外の診療科名であるもの 

  （イ）一般病床又は療養病床を有する病院 

28 

（７） 改正まとめ    ※規制別 

病院 診療所 病院 診療所 助産所 診療所 助産所 

避難困難※１ 

有床 
避難困難 

以外 

有床 

有床 無床 無床 避難困難 
以外 

避難困難※２ 

 

消火器 150㎡⇒すべて 
改正なし 

（150㎡以上） 

スプリンクラー 

３０００㎡（６０００㎡） 
⇒すべて 

改正なし 
（３０００㎡ 

以上） 

６０００㎡ 
⇒３０００㎡ 

改正なし（６０００㎡以上） 

屋内消火栓 
内装制限時２、３倍読み 

⇒１０００㎡ 
改正なし 

（２，３倍読み） 

火災 
通報装置 

５００㎡以上 
⇒すべて 

改正なし 
（５００㎡以上） 

連動起動 すべて - 

６項イ 
（１） 

６項イ 
（２） 

６項イ 
（３） 

６項イ 
（４） 
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建築基準法による定期調査・検査報告制度 

自治体の建築部局が指定した建築物の所有者・管理者が、専門技術を有する資格者（一級建築士、

二級建築士等）に増築の有無や防火戸の作動状況を調査・検査をさせ、その結果を自治体の建築部

局へ報告することを義務付けている。 

定期報告制度の概要 

用途 定期報告の対象となる規模 

病院、診療所（患者の収容施設があるものに限
る。） 

地階又は３階以上の階でその用途に供する部分（１００
㎡以下のものは除く）を有するもの 又はその用途に供
する部分の床面積が３００㎡以上のもの 

＜国による指定指針（建築基準法第１２条の規定に基づく定期報告対象建築物等の指定について）＞ 

用途 定期報告の対象となる規模 

病院 地階又は３階以上の階にその用途に供する部分を有し、
かつその用途に供する部分の床面積の合計が３００㎡
を越えるもの 

診療所 規模によらず対象外 

指定方針及び福岡市による指定の状況 

＜福岡市（特定行政庁）による定期報告対象建築物について＞ 

29 

 
○定期調査・検査資格者が法律に位置づけられ、国が当該者に対し「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為
をしたときなどの資格者証の返納命令」などの監督を行うこととなった。  

○防火設備について、専門的な知識と技能を有する者が点検する仕組みが導入された。 
≪法第１２条、法第１２条の２、法第１２条の３≫ 

特殊建築物等調査資格者【約４万人】 

≪現 行≫ ≪改正後≫ 

昇降機検査資格者【約３万人】 

建築設備検査資格者【約５万人】 

配管設備の腐食状況の点検、換気設備の換気
量の確認などを実施 

エレベーター、エスカレーターなどの安全装
置の点検、動作確認などを実施 

劇場、病院、百貨店などの外壁の損傷の有無、
天井の耐震対策の状況の確認、防火設備の設
置状況の確認などを実施 

昇降機検査員（仮称） 

建築設備検査員（仮称） 

（同左） 

（同左） 

建築物調査員 

防火設備検査員（仮称） 

劇場、病院、百貨店などの外壁の損傷の有無、
天井の耐震対策の状況の確認などを実施 

防火戸、防火シャッターなどの駆動装置の点検、
感知器と連動させた動作確認などを実施 

建築設備 
等検査員 
（法第12条第３項） 

※既に必要な講習を修了し、特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者となっている者は新た 
 に講習の受講を要さず、国土交通大臣への申請により、それぞれ、改正後の建築物調査員、昇降機検査員（仮称）、 
 建築設備検査員（仮称）の資格者証を交付予定。 

改正建築基準法の概要（定期調査・検査報告制度の強化） 

ポイント 

公布  ：平成26年６月４日 

施行日 ：公布後２年以内 

資
料

２
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２．消防法施行令等の一部改正（平成25年３月27日公布） 

31 

 社会福祉施設に係る火災予防上の実態に応じた用途区分の見直し 

自力避難困難な者の利用に伴う火災危険・人命危険が大である。⇒（６）
項ロとして明確に取り扱うべき。 

施設の実態、指導に即した消防法施行令別表第１の見直しを早急に行うべき 

老人デイサービス、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護施設 

老人ディサービス、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護施設に係る 

用途区分の見直しについて 

【検討の背景】 

 

○ 上記３施設を中心に、老人福祉施設、児童福祉施設を実態に応じて（６）項ロ又は
ハに位置づけ 

○ 施設名称の列挙は例示的な列挙とし、（６）項ロ又はハに該当する施設に類する施
設を新たに（６）項ロ又はハに位置づけ 

 

検討結果 

政令・省令の改正 

［想定］ 

○通所施設 

○要介護度が比較的低い 

［実態］ 

○要介護度が高次の者が利用 

○宿泊サービスを常態的に提供 

［消防本部での指導等］ 

○施設使用形態から（６）項ロとして規制 

○（６）項ハであるも、将来要介護度が高次へ移行するこ
と等実態に応じてスプリンクラー設置を指導 

32 
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老人短期入所施設 

養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム 

有料老人ホーム ※１ 

介護老人保健施設 

老人短期入所施設 

養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム 

有料老人ホーム ※３ 

介護老人保健施設 

老人短期入所事業 

小規模多機能型居宅介護事業 ※３ 

認知症対応型老人共同生活援助事業 

その他これらに類するもの（→総務省令） 

救護施設 救護施設 

乳児院 

障害児入所施設 

障害者支援施設 ※４ 

老人短期入所事業 

乳児院 

障害児入所施設 

障害者支援施設 ※２ 

認知症対応型老人共同生活援助事業 

短期入所施設共同生活介護 ※２ 
（ハにおいて「短期入所等」） 

短期入所施設・共同生活援助 ※４ 
（ハにおいて「短期入所等」） 

※１ 主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。         ※２ 主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。 

※３ 避難が困難な要介護者を主として入居（宿泊）させるものに限る。  ※４ 避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。 

現６項ロ 改正６項ロ 

（１）高齢者 

（２）生活保護者 

（３）児童 

（４）障害児 

（５）障害者 

消防施行令等の一部改正の概要（６項ロ） 

軽費老人ホーム ※３ 

（５）障害者 

33 

老人デイサービスセンター 

軽費老人ホーム 

老人福祉センター・老人介護支援センター 

有料老人ホーム ※１ 

老人デイサービスセンター 

軽費老人ホーム ※３ 

老人福祉センター・老人介護支援センター 

有料老人ホーム ※３ 

老人デイサービス事業 

小規模多機能型居宅介護事業 ※３ 

その他これらに類するもの（→総務省令） 

一時預かり事業を行う事業 

家庭的保育事業を行う施設 

児童発達支援センター・情緒障害児短期治療施設 

※１ 主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。  

※２ 主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。 

※３ ロ（１）に掲げるものを除く。 ※４ ロ（５）に掲げるものを除く。  

※５ 短期入所等施設を除く。 

現６項ハ 改正６項ハ 

更生施設 

助産施設・保育所・児童養護施設 

児童自立支援施設・児童家庭支援センター 

その他これらに類するもの（→総務省令） 

児童発達支援・放課後等デイサービス 

身体障害者福祉センター 

更生施設 

助産施設・保育所・児童養護施設 

児童自立支援施設・児童家庭支援センター 

児童発達支援センター・情緒障害児短期治療施設 

身体障害者福祉センター 

障害者支援施設 ※２ 

地域活動支援センター・福祉ホーム 

老人デイサービス事業 

小規模多機能型居宅介護事業 

児童発達支援・放課後等デイサービス 

生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労
移行支援、就労継続支援、共同生活援助 ※２ 

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労
継続支援、共同生活援助 ※５ 

障害者支援施設 ※４ 

（１）高齢者 

（２）生活保護者 

（３）児童 

（４）障害児 

（５）障害者 

消防施行令等の一部改正の概要（６項ハ） 

34 
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① ６項ロ（１） ＜高齢者を対象とする施設＞の総務省令で定める区分は、要介護度３～５とする。 

 （改正省令第５条第３項関係） 

② ６項ロ（１）＜高齢者を対象とする施設＞におけるその他これらに類するものとして総務省令で 

 定めるものは、次のものとする。（改正省令第５条第４項関係） 

 ア 避難が困難な要介護者を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練     

  又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設（６項イに掲げるものを除く。） 

 イ 避難が困難な要介護者を主として宿泊させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練   

  又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設（６項イに掲げるものを除く。） 

③ ６項ロ（５）＜障害者を対象とする施設＞の総務省令で定める区分は、障害程度区分４～６とする。 

 （改正省令第５条第５項関係） 

④ ６項ハ（１）＜高齢者を対象とする施設＞におけるその他これらに類するものとして総務省令で 

 定めるものは、「老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは 

 療養上の管理その他の医療を提供する施設（同項イ及びロ⑴に掲げるものを除く。）」とする。 

⑤ ６項ハ（３）＜児童を対象とする施設＞におけるその他これらに類するものとして総務省令で 

 定めるものは、「業として乳児若しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に 

 保育を提供する施設（同項ロに掲げるものを除く。）」とする。 

消防法施行規則の改正概要（防火対象物用途区分の見直しに係るもの） 

消防施行令等の一部改正の概要 

施行日：平成２７年４月１日 

消火器、漏電火災警報器、誘導灯→平成２８年３月３１日までの間は改正前基準でも可 

屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報
知設備、非常警報設備、避難器具 →平成３０年３月３１日までの間は改正前基準 

35 

 改正令等のスケジュール 

36 

 別表第１改正により新たに（６）項ロ又はハとなるものに限る 

設置義務化 

4.1 

経過措置 

3.31 

設置義務化 

新築 

既存 

平成26年 
 

消火器 
漏電火災警報器 

誘導灯 

設置義務化 

経過措置 設置義務化 

新築 

屋内消火栓 
スプリンクラー 

自火報 
ガス漏火災警報 
火災通報装置 
非常警報設備 

避難器具 

平成27年 
    4/1 

平成28年 
 3/31 

平成29年 
 

平成30年 
 3/31 

既存 

施行日 
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３．消防法施行令等の一部改正（平成25年12月27日公布） 

37 

消防法施行令の一部を改正する政令等について 

消防法施行令５条の２ 

対象火気器具等の取扱いに関
する条例制定基準の見直し 

・  対象火気器具等を、多数の者の
集合する催しに際して使用する
場合は、消火器の準備をするこ
とを条例制定基準として定める。 

※ 条例(例)で示す。 

消防法施行令１２条 

スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

・  自力避難が困難な者が入所する社会福祉

施設におけるスプリンクラー設置基準見直
し（２７５㎡→原則０㎡） 

・ 例外として、延焼抑制構造を持つ施設は設

置不要。介助がなければ避難できない者が
多数を占めない施設は２７５㎡を据え置く。 

消防法施行令２１条 

自動火災報知設備の設置基準の見直し 

・  小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会

福祉施設等（自力避難困難な者が入所する
もの以外のもの（※））に対して、自動火災報
知器の設置を義務化する。 

※ 自力避難困難な者が入所する社会福祉
施設については、既に義務付けあり。 

政令改正 

政令改正に関連する省令改正 

消防法施行規則２５条 

火災通報装置の設置基準の見直し 

・ 自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等における火
災通報装置について、自動火災報知設備の感知器の作動と
連動して自動的に起動することを義務付ける。 

特定小規模施設用消防用設備等省令２条 

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の見直し 

・  小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等に対する自動

火災報知設備の設置の義務化に伴い、特定小規模施設用自動火災
報知設備を用いることができる施設の範囲にこれらの施設を追加する。 

 
○ 消防法施行令について、福知山市花火大会火災、長崎市認知症高齢者グループホーム火災及び福山市ホ  
 テル火災を受けた、各検討部会での検討結果を踏まえ、対象火気器具等の取扱いに関する基準を強化する 
 とともに、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置を行わなければならない防火対象物の範囲の見 
 直しを行うほか、関連する省令の規定等について必要な見直しを行うものである。 

○その他の見直し 
 消防法施行規則第１３条の６において、補助散水栓をスプリンクラー設備に用いた場合の消防用ホースの基準について、必要  
 な規定を定める。 

38 
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スプリンクラー設備を設置しなければならない防
火対象物又はその部分に、次に掲げるもの（火災
発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として
総務省令で定める構造を有するものを除く。）で延
べ面積が２７５㎡未満のものを追加。 

（令第１２条第１項関係） 

 

(1)令別表第１（６）項ロ（１）及び（３）に掲げる防火
対象物 

(2)令別表第１（６）項ロ（２）、（４）及び（５）に掲げ
る防火対象物（介助がなければ避難できない者と
して総務省令で定める者を主として入所させるも
のに限る。）。 

①スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

施行日：平成２７年４月１日 

平成３０年３月３１日までの間は改正前基準でも可 

（１）高齢者 

（２）生活保護者 

（３）児童 

（４）障害児 

老人短期入所施設 

養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム 

有料老人ホーム ※３ 

介護老人保健施設 

老人短期入所事業 

小規模多機能型居宅介護事業 ※３ 

認知症対応型老人共同生活援助事業 

その他これらに類するもの（→総務省令） 

救護施設 

乳児院 

障害児入所施設 

障害者支援施設 ※４ 

短期入所施設・共同生活援助 ※４ 
（ハにおいて「短期入所等」） 

（５）障害者 

軽費老人ホーム ※３ 

39 

自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分に、次に掲げるもので延べ面
積が３００㎡未満のものを追加したこと。（令第２１条第１項関係） 

(1)令別表第１（５）項イに掲げる防火対象物 

(2)令別表第１（６）項イ及びハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。） 

②自動火災報知設備の設置基準の見直し 

施行日：平成２７年４月１日 

平成３０年３月３１日までの間は改正前基準でも可 

一般住宅 

共同住宅 

（６）項ロ 

（５）項イ 
（６）項イ（６）項ハ 

延べ面積（㎡） 
すべて住宅用火災警報器義務付け 

住宅用火災警報器義務付け 自動火災報知設備義務付け 

すべて自動火災報知設備義務付け  

自動火災報知設備義務付け 義務付けなし 

３００㎡ ５００㎡ ０㎡ 

※ 300㎡未満は特定小規模施設用自動火災報知設備でも可 

（５）項イ 
（６）項イ（就寝有） 
（６）項ハ（就寝有） 

（６）項イ（就寝なし） 
（６）項ハ（就寝なし） 

義務付けなし 

すべて自動火災報知設備義務付け  

改
正
前 

改
正
後 

自動火災報知設備義務付け 

40 
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消防機関の検査を受けなければならない防火対象物に、次に掲げるもので延べ面積が３００㎡未満
のものを追加したこと。（令第３５条関係） 

 

(1)令別表第１（２）項ニ及び（５）項イに掲げる防火対象物 

(2)令別表第１（６）項イ及びハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限
る。） 

(3)令別表第１（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物（前（１）又は（２）に掲げ
る防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。） 

③消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の見直し 

施行日：平成２７年４月１日 

（６）項イ（就寝なし） 
（６）項ハ（就寝なし） 

（５）項イ 
（６）項イ（就寝有） 
（６）項ハ（就寝有） 

延べ面積（㎡） 
３００㎡ ０㎡ 

（２）項ニ 

41 

令別表第１（６）項ロ、（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物（同表（１６）項イ、
（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物にあっては、同表（６）項ロに掲げる防火対象物の
用途に供される部分が存するものに限る。）に設ける消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、
自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものとしたこと。ただし、自動火災報知設備
の受信機及び消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター（常時人がいるものに限る。）に設
置されるものにあっては、この限りでないものとしたこと。 

④消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し 

施行日：平成２７年４月１日 

平成３０年３月３１日までの間は改正前基準でも可 

火通 

自火報 

42 
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用語の定義において、特定小規模施設に、次に掲げるもので延べ面積が３００㎡未満のものを追加し
たこと。（特定小規模施設省令による改正後の特定小規模施設における必要とされる防火安全性能
を有する消防の用に供する設備等に関する省令第２条関係） 

(1)令別表第１（５）項イに掲げる防火対象物 

(2)令別表第１（６）項イ及びハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限
る。） 

(3)令別表第１（１６）項イに掲げる防火対象物のうち前（１）又は（２）に掲げる防火対象物の用途に供
される部分が存するもの 

⑤特定小規模施設省令に関する事項 

施行日：平成２７年４月１日 

（２）項ニ 

（６）項ロ 

（１６）項イ（上記用途が存するもの） 

延べ面積（㎡） 

住宅用火災警報器義務付け 自動火災報知設備義務付け 

すべて自動火災報知設備義務付け  

自動火災報知設備義務付け 義務付けなし 

３００㎡ ５００㎡ ０㎡ 

※ 300㎡未満は特定小規模施設用自動火災報知設備でも可 

（５）項イ、（６）項イ（就寝有）、（６）項ハ（就寝有） 

改
正
前 

改
正
後 

自動火災報知設備義務付け 

（１６）項イ（上記用途が存するもの） 

特定小規模施設（延べ面積３００㎡未満のもの） 

追加 

43 

  改正スケジュール 

44 

設置義務化 

4.1 

経過措置 

3.31 

設置義務化 

（５
）
項
イ 

新築 

既存 

300㎡未満 
自火報 

平成26年 
 

（６
）項
イ 

275㎡未満 
スプリンクラー 

300㎡未満※1 
自火報 

設置義務化 

経過措置 設置義務化 

新築 

既存 

（
６
）
項
ロ 

すべて 

火災通報連動
起動 

設置義務化 

経過措置 設置義務化 

新築 

既存 

（６
）項
ハ 

300㎡未満※1 
自火報 

平成27年 
    4/1 

平成28年 
 

平成29年 
 

平成30年 
3/31 

設置義務化 

経過措置 設置義務化 

新築 

既存 

設置義務化 

経過措置 設置義務化 

新築 

既存 

※1 就寝を伴うものに限る 
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４．消防法施行規則の一部改正（平成26年３月26日公布） 

45 

消防法施行規則の一部改正 

スプリンクラー設備の設置を要しない構造（則§12の2） 介助がなければ避難できない者（則§12の3／新設） 

消防庁長官告示 

   入居者等の避難に要する時間の算定方法及び火災発生時に確保すべき避難時間の基準を定める件（新規制定） 

スプリンクラー設備の設置を要しない延焼抑制構造に係る消防法施行規則の
規定についても所要の改正を行う。具体的には、①～③のとおりとする。 
① 既存の規定（1,000㎡未満、1,000㎡以上の施設に係る規定）を延べ面積275

㎡未満の施設にも適用する。（※ ③の例外を追加する。） 
② 特に小規模な施設（100㎡未満の施設）については、内装を準不燃材料等で

仕上げる場合、又は入居者等の避難に要する時間として計算した時間が火
災発生時に確保すべき避難時間を下回る場合に設置不要とする。 

③ 新たに設置が義務づけられる275㎡未満の施設については、内装制限に代
えて②後段の例によることができる。 

「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主と
して入所させる」障害者施設等（障害児支援施設、救護施設を含
む。）には、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義
務付ける 
具体的には、①乳児、②幼児及び③障害支援区分※の認定（審

査）に用いる認定調査項目のうち火災発生時の避難に関係する項
目（移動、移乗、危険の認識、説明の理解、多動・行動停止、不安定
な行動）が避難に支障がない状態である者とする。 

※ 障害者総合支援法に規定する、障害者等の障害の多様な特性その他の心身
の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分。 

入居者等の避難に要する時間の算定方法として、避難開始までに要する時間、介助者及び入居者等の移動に要する時間等の算定方法を定める。 
火災発生時に確保すべき避難時間は、施設の構造に応じ、３～５分と定める。 

   スプリンクラー設置基準の見直し（令§12 ） 
・自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等におけるスプリンクラー設備の設置基準の強化（延べ面積275㎡以上→0㎡） 
・例外として、①スプリンクラー設備の設置を要しない構造を有するもの及び②介助がなければ避難できない者を主として入所させるものではないも   
 のを消防法施行規則に規定する。 

消防法施行令の一部改正 

①スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

46 
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スプリンクラー設備の設置を要しない構造 

いずれにも該当しないものはスプリンクラー設備を設置 

防火区画 
居室を準耐火構造 

の壁・床で区画 

１０００㎡未満 

居室を耐火構造
の壁・床で区画 

区画は１００㎡以下、
かつ、４以上の居室

を含まない 

令１２条第１号に掲げる 
防火対象物である 

区画は 
２００㎡未満 

単一用途 

内装制限 

延べ面積１００㎡未満 

居室を壁、天井、床で区画 

煙感知器 

入所者が利用する居室に屋内
外から開放可能な開口部 

入所者が利用する居室の 
２方向避難 

Yes 

Yes 

第２項第１号 第２項第２号 

Yes 

第１項第１号 第１項第２号 

改正消防法施行規則第１２条の２ 

１０００㎡以上 

No 

No 

内装制限 
（居室を区画
することを要

しない） 

Yes 

 内装制限を要しな
いための検証 

入所者が利用する居室が避難階 

ア イ 共同住宅の一部 

避難経路 
 他の居室を 

通過しない 
 

通路に面する扉
は自閉不燃 等 

 

居室及び通路に煙感知器 

第３項 

ウ 

内装制限 

共同住宅の一部を施設としたもの 
（他の用途は存しないもの） 

施設部分の延べ面積の合計が 
２７５㎡未満 

Yes 

防火区画 
施設部分の各住戸を 

準耐火構造の壁・床で区画 

施設部分の各住戸が 
１００㎡未満 

Yes 

No 

延べ面積２７５㎡未満
の施設で、 

入居者が利用する居
室が避難階のみの施
設については、内装
制限に代えて、第２項
第２号の例によること
ができる。 
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    現行の消防法施行規則第１２条の２「第１項第１号」（１０００㎡未満）の構造 

構造要件（消防法施行規則第１２条の２（施設面積１０００㎡未満の場合）） 

○準耐火構造の防火区画を形成すること（図      線） 

○防火区画は１００㎡以下で４以上の居室を含まないこと 

○内装（避難経路は 準不燃材料、その他の部分（居室を含）は 難燃材料 ） 

○扉は防火設備で自動的に閉鎖すること 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居室 居室 居室 居室 
共用室 

（要件でいう居室にあたる） 

廊下 

新たにスプリンクラー設備設置対象となる「100㎡以上（275㎡未満）」及び「100㎡未満かつ単体用
途以外」でスプリンクラー設備を設置しない場合には、防火区画を設置する必要がある。 

他の用途 居室 他の用途 居室 

居室 居室 他の用途 居室 

他の用途 他の用途 他の用途 他の用途 

他の用途 他の用途 他の用途 他の用途 

内装不燃化の部分 

防火区画 

階
段 

例１）
平面 

例２） 

立面 

ア 
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「避難階」、「火災の影響の少ない時間内に屋外へ避難できること」の各要件については、個別の防
火対象物の状況に応じて消防法施行令第３２条を適用することができる場合があるのではないか。 

防火区画を要さない＋居室（共用室を含む）の数を問わない 

１F（避難階） 居室 居室 共用室 従業員室 
平屋建 

 
１F（避難階） 

居室 居室 ２F（避難階） 

共用室 従業員室 

平屋建以外（傾斜地） 

Ⅰ 内装不燃化 
○避難経路を準不燃材料 
○その他の部分を難燃材料 

廊下 

居室 居室 居室 共用室 倉庫 

Ⅱ 内装不燃化を要しない 
①居室区画（扉は自動閉鎖） 
②煙感知器 
③各居室の開口部 

・屋内外から容易に開放 
・幅員１㍍以上の空地に面する 
・避難できる大きさ等 

④２方向避難が確保されている 

⑤火災の影響の少ない時間内に 
屋外へ避難できること 

廊下 

居室 居室 居室 共用室 倉庫 

１ｍ以上 

① 

② 

④ 

③ 
④ 

② ② ② 

① ① ① 

④ ④ ④ 

③ ③ ③ 

屋外 

○１００㎡未満であること 

○入所者が利用する居室が避難階のみ 

○単一用途 

    改正案消防法施行規則第１２条の２「第２項第１号、第２号」（１００㎡未満）の構造 イ 

② 

第２項 

第１号 

第２項 

第２号 

第２項 

柱書 

告示 
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   改正案消防法施行規則第１２条の２第３項の構造 

洗面 
・ 

脱衣 

風呂 

トイレ 

寝室（個室） 

内装難燃 

寝室（個室） 

内装難燃 
寝室（個室） 

内装難燃 

防 

防 防火設備 

マ
ン
シ
ョ
ン
共
用
廊
下 

共同住宅の住戸を令別表第１(６)項ロの用途に供する場合において、(６)項ロの用途に供する住戸
全体の延べ面積が275㎡未満のもののうち、次の第１号から第７号までに定めるところにより区画
を設けたものには、スプリンクラー設備の設置を要しない 

内装準不燃 

 
 

 

バ
ル
コ
ニ
ー 

ウ 

一 令別表第１(６)項ロの用途に供する各住戸を準耐火
構造の壁及び床で区画すること。 

二 令別表第１(６)項ロの用途に供する各住戸の主たる 

出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分に
おける火災時に生ずる煙を有効に排出することができ
る廊下に面していること。 

三 二の主たる出入口には、防火戸等を設けたものであ
ること。 

四 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、二の
廊下に通ずる通路には準不燃材料で、その他の部分
には難燃材料でしたものであること。 

五 二の廊下に通ずる通路を消防庁長官が定めるとこ 
ろにより設けたものであること。 

六 居室及び通路に煙感知器を設けたものであること。 

七 令別表第１(６)項ロの用途に供する各住戸の床の面
積が100㎡以下であること。 

告示 
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スプリンクラー設備を設置しなければならない防
火対象物（令第１２条第１項関係） 

(1)令別表第１（６）項ロ（１）及び（３）に掲げる防火
対象物 

(2)令別表第１（６）項ロ（２）、（４）及び（５）に掲げ
る防火対象物（介助がなければ避難できない者と
して総務省令で定める者を主として入所させるも
のに限る。）。 

①スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

施行日：平成２７年４月１日 

平成３０年３月３１日までの間は改正前基準でも可 

（１）高齢者 

（２）生活保護者 

（３）児童 

（４）障害児 

老人短期入所施設等 

救護施設 

乳児院 

障害児入所施設 

障害者支援施設 ※４ 

短期入所施設・共同生活援助 ※４ 
（ハにおいて「短期入所等」） 

（５）障害者 

介助がなければ避難できない者（第12条の３関係） 

  乳児、幼児並びに令別表第１（６）項ロ（２）、（４）及び（５）に規定する施設に入所する者（同項
ロ（５）に規定する施設に入所する者にあつては、同項ロ（５）に規定する避難が困難な障害者等
に限る。）のうち、いずれかに該当する者 

51 

①スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

施行日：平成２７年４月１日 

介助がなければ避難できない者（第12条の３関係） 

  乳児、幼児並びに令別表第１（６）項ロ（２）、（４）及び（５）に規定する施設に入所する者（同項
ロ（５）に規定する施設に入所する者にあつては、同項ロ（５）に規定する避難が困難な障害者等
に限る。）のうち、いずれかに該当する者 

 

１．認定調査項目（障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省
令（平成二十六年厚生労働省令第５号）別表第一に掲げる項目をいう。以下、この条において同
じ。）三の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者 

２．認定調査項目三の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当し
ない者 

３．認定調査項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に
該当しない者 

４．認定調査項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者 

５．認定調査項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者 

６．認定調査項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者 
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①スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

い
ず
れ
か
１
項
目
で
も
該
当
し
て
い
れ
ば
、

「警
報
時
に
避
難
が
認
知
で
き
な
い
者
、
警

報
時
に
パ
ニ
ッ
ク
で
行
動
が
不
安
定
に
な

る
者
、
運
動
機
能
障
害
等
に
よ
り
自
力
で

は
ほ
と
ん
ど
移
動
で
き
な
い
者
」に
相
当
す

る
。 

移乗 

支援が  
不要 

見守り等
の支援が

必要 

部分的な
支援や介
助が必要 

全面的な
支援や介
助が必要 

移動 

支援が  
不要 

見守り等
の支援が

必要 

部分的な
支援や介
助が必要 

全面的な
支援や介
助が必要 

説明の理解 

理解できる 

理解   
できない 

理解できて
いるか判

断できない 

危険の認識 

支援が  
不要 

部分的な
支援が  
必要 

全面的な
支援が  
必要 

多動 
行動停止 

支援が  
不要 

まれにある 

月に１回以
上の支援
が必要 

週に１回以
上の支援
が必要 

ほぼ毎日
（週に５日以
上の）支援

が必要 

不安定な行
動 

支援が  
不要 

まれにある 

月に１回以
上の支援
が必要 

週に１回以
上の支援
が必要 

ほぼ毎日
（週に５日以
上の）支援

が必要 
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①スプリンクラー設備の設置基準の見直し 
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５．その他 
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 報告率     ：都道府県 

60％以上     ：    3 

50％以上60％未満 ：    9 

40％以上50％未満 ：   16 

40％未満     ：   15 

30％未満     ：    4 

＜点検報告率（都道府県別）＞ 

都道府県名 点検報告率 

滋賀県 42.5% 

京都府 39.8% 

大阪府 53.2% 

兵庫県 43.3% 

奈良県 40.1% 

和歌山県 34.5% 

鳥取県 43.4% 

島根県 38.9% 

岡山県 46.0% 

広島県 61.3% 

山口県 55.9% 

徳島県 26.6% 

香川県 28.8% 

愛媛県 57.2% 

高知県 43.0% 

福岡県 50.3% 

佐賀県 42.0% 

長崎県 61.0% 

熊本県 37.5% 

大分県 37.5% 

宮崎県 42.8% 

鹿児島県 52.9% 

沖縄県 17.5% 

都道府県名 点検報告率 

北海道 56.1% 

青森県 43.3% 

岩手県 59.9% 

宮城県 40.0% 

秋田県 30.8% 

山形県 45.0% 

福島県 41.7% 

茨城県 29.7% 

栃木県 32.0% 

群馬県 33.3% 

埼玉県 39.8% 

千葉県 39.1% 

東京都 69.4% 

神奈川県 45.9% 

新潟県 41.1% 

富山県 53.0% 

石川県 39.2% 

福井県 32.7% 

山梨県 39.0% 

長野県 41.7% 

岐阜県 47.3% 

静岡県 41.5% 

愛知県 52.4% 

三重県 32.8% 

全国平均 

43.0％ 
(H26.3.31時点） 

消防設備点検報告率（平成26年３月31日時点） 
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幼保連携型 

〔類型〕 

幼稚園機能 
＋ 

保育所機能 

《現行制度》                           《改正後》 

幼稚園 
（学校） 

幼稚園 
（学校） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所
機能 

幼稚園
機能 

○施設体系は、現行どおり 

○財政措置は「施設型給付」
で一本化・恒久化 

幼保連携型認定こども園 
（学校及び児童福祉施設） 

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可 

○ 保育所は児童福祉法に基づく認可 

○ それぞれの法体系に基づく指導監督 

○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置 

○ 改正認定こども園法に基づく単一の認可（教
育基本法第6条の法律に定める学校） 

○ 指導監督の一本化 

○ 財政措置は「施設型給付」で一本化 
※ 設置主体は国､自治体､学校法人､社会福祉法人のみ 

※ 幼稚園から移行する場合、引き続き幼稚園の名称を
使用可能 

※ 現行の幼保連携型認定こども園は、新たな幼保連携
型認定こども園の認可を受けたものとみなされる。 

○ 認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設  
（新たな「幼保連携型認定こども園」） 

  ・ 既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 

  ・ 設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可） 

○ 財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本化 

  → 消費税を含む安定的な財源を確保     

※設置主体は国、自治体、学校法人のみ 

※設置主体制限なし 

※設置主体制限なし 

※設置主体は国、自
治体、学校法人、社
会福祉法人のみ 

（７２０件） 

（認定こども園の合計件数は１３５９件（平成２６年４月時点）） 

認定こども園法の改正について 
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幼稚園型 
（４１０件） 

保育所型 
（１８９件） 

地方裁量型 
（４０件） 
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子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について 
＜消防法施行令の別表第一に掲げる施設の改正＞ 

□ 平成２４年８月に、認定こども園法一部改正法（平成２４年法律第６６号）が公布され、学校であると同時に児童福祉施設として
の性質も有する「幼保連携型認定こども園」が創設された。（※ 平成２７年４月１日施行予定） 

 ※ 改正対象の「幼保連携型認定こども園」以外の「保育所型」、「幼稚園型」、「地方裁量型」については改正はなく、従前どおり取り扱う。 

□ 「幼保連携型認定こども園」は認可、財政措置が一本化された新たな施設類型であるが、消防法令の適用に当たっては、
社会福祉施設等（令別表第一(6)項ハ、保育所等）であるのか、教育施設（令別表第一(6)項ニ、幼稚園等）であるのか、明確化が必要。 

→ 「幼保連携型認定こども園」は、全て保育の実施を前提としており、乳児利用、施設への長時間滞在、午睡等保育所
と同程度の火災危険性を有する。このため、保育所と同じ用途区分に整理し、令別表第一(6)項ハに位置づける。 

   ※ なお、令別表第一(6)項ハとニは、設備の設置基準がほぼ同じ。今回改正では、「複合用途」から「単一用途」に移行する施設がある。 

□ 本件改正は、「子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」として実施。 

→ 公布日：平成２６年９月３日 

→ 施行期日：平成２７年４月１日予定（認定こども園法一部改正法の施行期日）。 

→ 既存施設に係る設備の一部（スプリンクラー設備、屋内消火栓設備等）について、施行後３年間（平成３０年度末まで）、従前の例に
よる。 

(6)項 該当する施設 

ハ (3) 助産施設、保育所、児童養護施設・・・ 
 

ニ 幼稚園又は特別支援学校 

該当する施設 

※ 「幼保連携型認定こども園」の追加 
(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設… 

（改正なし） 
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改正により、屋内消火栓の設置が必要になる例について 

 下記のような場合において、今回の改正によって、新たに屋内消火栓の設置が必要になる。 

(六)項ニ 

(六)項ハ 
  

(六)項ハ 

認定こども園法改正後 認定こども園法改正前 

400㎡ 400㎡ 800㎡ 

 ※１ 幼稚園等…㈥項ニ 
     保育所等…㈥項ハ 
     幼保連携認定こども園…㈥項ハ 
 ※２ ㈥項ニ及び㈥項ハにおける屋内消火栓設置要件 ： ７００㎡以上 
     

屋内消火栓設置不要 屋内消火栓設置必要 

※経過措置として、施行日より３年は従前の例によることができる
（消火器を除く。） 

59 

防火対象物点検資格者

等による民間の自主点
検を基本とする。

防火対象物定期点検報告

特例認定

点検結果報告

点検

特例認定申請

検査・特例認定

・法律に基づく制度

・防火対象物の関係者が自ら表示

・防火に関する重要な事項（構造・防火区画・階
段）の確認がない

・全国統一的に実施する用途は広がったが、ホテ
ル・旅館の範囲は狭まった。（300人以上等）

防火対象物定期点検制度の特徴

消防機関が検査・適マーク交付

防火に対する意識の向上
防火安全に関する不備事項の是正促進

多数の者が利用する
特定の防火対象物

1年ごとの
立入検査

広く国民へ

情報提供

（有効期間１年）

消防法施行令（１）項（劇場等）から（４）項（物品販売店舗）まで、（５）項イ（ホテル等）、
（６）項（病院等）、（９）項イ（蒸気浴場等）及び該当用途が存する（１６）項イ（複合用途
施設）で、

・法第８条の防火管理義務対象 かつ 地階を除く階数が３以上 のもの
※ 全国的に統一して（５）項イのほか（１）項及び（４）項を実施。

消防法施行令（１）項（劇場等）から（４）項（物品販売店舗）まで、（５）項イ（ホテル等）、（６）項（病院
等）、（９）項イ（蒸気浴場等）、（１６）項イ（複合用途施設）及び（１６の２）項（地下街）で、

・法第８条の防火管理義務対象 かつ

・収容人員が300人以上又は屋内階段が１のみで３階以上・地階に特定用途が存するもの

対

象

審
査
項
目

１ 消防法令に適合しているか（防火管理・火気設備等の構造及び管理状況・消防用
設備等の設置及び維持管理状況・危険物関係規定等）
２ 現行の建築基準法令に適合しているか（構造・防火区画・階段）

消防法令に適合しているか（防火管理・火気設備等の構造及び管理状況・消防用設備等の設置及
び維持管理状況・危険物関係規定等）

概

要

消防機関が、対象となる防火対象物を立入検査し、審査項目に適合する場合に、消
防機関が｢適マーク｣（有効期間１年）を交付する制度

関係者が、点検資格者等に防火対象物の点検を依頼し、点検項目が、基準に適合している場合に、
関係者自ら表示することができる。

また、過去３年以内の点検結果が優良等の要件を満たしているものとして、消防長等により点検報
告義務が免除される特例の認定を受けた場合は、「防火優良認定証」を表示することができる。

関係者が表示

（有効期間３年）

関係者が表示

（有効期間１年）

対

象

概

要

点
検
項
目

継続して「暫定適マーク」を表示することができる。

旅館・ホテル業界から
適マーク関連の要望

・要綱に基づく制度

・消防機関から検査に基づきマークを交付する

・防火に関する重要な事項（構造・防火区画・階段）を
確認し、既存不適格の場合は交付しない。

・全国的に統一して（５）項イのほか（１）項及び（４）項
を実施。

適マーク制度の特徴

立
入
検
査
体
制
の
充
実
・
違
反
処
理
体
制
の
推
進

適マーク制度及び防火対象物定期点検報告制度の経過について

消防機関

消防機関

防火対象物

点検資格者

S56.5.1～ 適マーク制度 H15.10.1～防火対象物定期点検報告制度

H15.10.1～暫定適マーク制度

H18.9.30
廃止

H15.9.30
廃止

H18.10.1変更

      旧適マーク制度及び防火対象物定期点検報告制度の経過について 

Ｓ５６．５．１～  旧適マーク制度 

        旧適マーク制度の特徴 

60 



31 

防火対象物の表示制度について 

① ホテル等の関係者からの申請によるものであること  

        ※旧制度は対象施設全てに立入検査を実施 

② 表示マークが２種類（有効期間１年・３年）であること  

       ※旧制度の表示マークは１種類。２年ごとに継続証を貼付。 

③ 建築基準法の防火に関する規定を広く審査すること  

       ※旧制度は建築に関しては３項目（建築構造、防火区画、階段）のみ審査  

④ 現行の制度（防火対象物定期点検報告制度、定期調査報告制度等） 

  を活用して審査すること ※旧制度は、立入検査等により適合状況を確認 

⑤ インターネット上での表示マークの使用が可能であること 

  ※旧制度は、建物への表示マークの掲出のみ 

旧適マーク制度との主な相違点 

表示マーク（銀） 表示マーク（金） 

○ 対象  

 ・  収容人員が３０人以上かつ階数が３以上のホテル・旅館等又はホテル・旅館等を有する複合用途の
建物  

 ・  その他の建物（階数が２以下のホテル・旅館等）については、地域実情に応じて対象拡大可能。 

○ 表示基準（点検項目） 

 ・  防火管理の実施状況等が、消防関係法令に適合 

 ・  消防用設備等の設置状況等が、消防関係法令に適合 

 ・  建築基準法令基準（定期調査報告・建築構造等・避難施設等）に適合 など 

 

 

 

 

○ 平成25年10月31日 制度を通知 

○ 平成26年年4月１日から申請受付開始 

○  平成26年8月１日を目処に掲示開始（遅くとも10月中） 
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○防火管理等  

 ・防火対象物の点検及び報告   

 ・防火管理者等の届出   

 ・自衛消防組織の届出   

 ・防火管理に係る消防計画   

 ・統括防火管理者等の届出   

 ・防火・避難施設等   

 ・防炎対象物品の使用   

 ・圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出  

 ・火気使用設備・器具   

 ・少量危険物・指定可燃物 

 

○防災管理 

 ・防災管理対象物の点検及び報告  

 ・防災管理者等の届出   

 ・防災管理に係る消防計画   

 ・統括防災管理者等の届出   

○消防用設備等 

 ・消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置 

  及び維持等   

 ・消防用設備等の点検報告 

 

 

 

 

 

 

○危険物施設等   

 

○建築構造等 

 ・定期調査報告   

 ・建築構造等（建築構造・防火区画・階段）   

 ・避難施設等   

※建築構造等については、「表示制度における建築構造等審査マニュアル」により審査 

 （「表示制度における建築構造等審査マニュアル」の送付について（平成25 年12 月 27 日付 

 け消防予第４９９号） 
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表示基準（点検項目）について 
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 次の３つの項目が、現行の建基法令に適合していることを確認します。この３項目は、旧適マー
ク制度と同様に防火上の重要性を考慮し、既存不適格として取り扱われているものは、たとえ建
築基準法上適法であったとしても、表示基準には適合しないこととして取り扱う。 

③ 階段 

  必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正であるこ  

 と。 （建基令第120 条、第121 条、第121 条の２、第122 条、第123 条） 

  （例：必要な直通階段の数が設置されていない等） 
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① 建築構造 

  主要構造部の構造不適がないこと（建基法第21 条、第27 条、第35 条） 

  （例：耐火建築物が義務となる部分に、木造部分が接続されているなど） 

② 防火区画 

  竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと
（建基令第112 条第９項、第10 項、第11 項、第14 項）。 

  なお、既存不適格に該当するものが、昇降機の昇降路（避難経路にあたるものを除く。）の 

 戸等のみで、かつ、当該戸等が昭和５６年建設省告示第1111号に示す仕様に適合してい  

 れば、本項目については、表示基準に適合しているものとして取り扱うこととします。 

 （例：防火戸を、防火設備でない木製扉などに替えている等） 

表示基準（点検項目）について（建築構造等について） 

違反対象物の公表制度 

H26.5毎日新聞 

最近の新聞報道 
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違反対象物の公表制度 

消防庁の現状認識 
多くの消防本部において、違反を覚知しても、警告 → 命令と次の措置に移行することな
く、言わば放置されている場合があることは、消防の責任も問われかねず、大きな問題 
 

また、移行するとしても、違反の覚知から命令による公示まで長期間かかる実態を踏ま
えると、特に重大な違反を消防機関が覚知しているのに、その事実がその間、住民に知
らされないことは、避けなければならない 

重大な消防法令違反に係る情報をホームページ等において公表 
① 公表の対象    特定防火対象物 
② 対象となる違反 内栓、SP、自火報の未設置 
③ 公表の時期   ②の内容を通知してから一定期間経過後 
④ 公表の方法   市町村又は消防本部のホームページに掲載 
⑤ 公表する事項  ａ 防火対象物の名称  ｂ 所在地  ｃ 違反内容 

   

 ・平成２６年４月以降、まずは政令市本部で実施できるよう、昨年12月に条例案を 
   示した通知を発出 
 ・その他の消防機関は、政令市本部の状況を踏まえ順次導入を促す 
  

制度概要 
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